
資源ごみの持去り情報について

　最近、「集積所から資源物（新聞紙）を持去る人がいます」といった電話が続いています。

　集積所からの資源物の持去りは、犯罪となりますので目撃した場合には、環境課までご連

絡ください。

　その際、人相や車の特徴・ナンバー、発生場所、時間などの情報をお願いします。

資源物は「東松島市の委託業者」が収集します。

委託業者は、車両に黄色いステッカーを貼っています。

身分証明書も携帯しております。

黄色に黒文字のステッカー

を貼っています

上が黄色、下が白色、字は
黒のマグネット式になっ
ています


